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1.1.1 周南市生活交通活性化計画 1.1.2 周南市地域公共交通網形成計画

目的

身近な移動手段であり、環境負担の軽減、交通渋滞の緩和、交通事故の発生抑
制等の効果も期待できる路線バスを中心とした生活交通のサービス向上、利用
促進を図るとともに、新たな生活交通システムの導入等も含めて、市民の生活
交通手段の確保策を講ずること

計画期間 平成22年度～平成28年度（当初は平成26年度まで／2か年延長）

課題
①バス路線の利用促進
②新たな交通システムの構築
③多面的な移動手段の確保

基本理念・
基本方針

【理念】みんなで育てよう！わたしたちの生活交通
【基本方針】①バス路線の利用促進

②新たな交通システムの構築
③多面的な移動手段の確保

施策・事業

１バス路線の利用促進
（１）コミュニケーション施策の推進
（２）生活交通に関する情報発信
（３）利用者の立場に立ったサービスの提供
（４）施設の整備等

２新たな交通システムの構築
（１）乗合タクシー等の運行
（２）自家用自動車による有償運送

３多面的な移動手段の確保
（１）福祉部門との役割分担
（２）スクールバスの活用

評価指標 路線バス乗合タクシーの利用者数（市内で完結する路線）

目的

公共交通ネットワークの将来像やその実現に向けた方策について示した、公共交
通のマスタープランとなる「周南市地域公共交通網形成計画」を策定し、本市に
おける公共交通の役割を明確にすることで、まちづくりに寄与する持続可能な公
共交通の形成を図ること

計画期間 平成28年度～平成37年度（前期5年間に集中的に取り組み、前期終了後に見直し）

課題

①移動ニーズの変化への対応による公共交通ネットワークの維持
②過度な運賃負担の軽減
③来訪者の二次交通の確保
④交通結節点等における乗継環境の改善
⑤新たな利用者の掘り起こし
⑥公共交通に関わる主体の連携の強化

基本理念・
基本方針

【理念】共につくる未来につなぐ公共交通
【基本方針】①効率的で利便性の高い公共交通ネットワークの構築

②利用しやすいサービスと環境の整備
③関係者の役割分担と連携による公共交通を軸としたまちづくりの推進

施策・事業

①路線バスの見直しと利用不便地区への対応
②移動ニーズに合わた路線バスの経路再設定
③公共交通利用に対する運賃負担軽減実験の実施
④市街地循環線の導入
⑤主要ターミナルにおける分かりやすい乗り場案内の実施
⑥交通結節点の機能強化
⑦パークアンドライドの推進
⑧各交通手段間の乗継ダイヤの調整
⑨停留所における民間との協働による待合環境の整備
⑩GPSを用いた車両位置確認システムの導入
⑪車両施設等のバリアフリー化の推進
⑫わかりやすい情報提供の実施
⑬市民に対するモビリティマネジメントの実施
⑭事業所等に対するモビリティマネジメントの実施
⑮地域主体の移動手段確保の取組へのサポート制度の構築
⑯運転士等の人材育成支援制度の創設
⑰公共交通に関係する主体の情報共有のしくみづくり

評価指標

• 路線バスやコミュニティ交通の年間利用者数（市内完結路線のみ）
• 移動手段が確保された地区の人口割合
• 主な観光施設（徳山動物園）の来訪者の公共交通（鉄道または路線バス）利

用割合
• 停留所における民間との協働による待合環境の整備件数
• 施設等におけるGPSを活用した運行情報案内機器の整備件数
• 転入者の転入後の公共交通利用率
• 市内における公共交通の乗り方教室の年間実施回数
• 市内一斉ノーマイカー運動への参加事業所数
• コミュニティ交通の導入地区数
• 人材育成支援制度の利用者数
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1.1 これまでの取組状況
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1.1.4 現計画の施策取組状況

目的

「周南市地域公共交通網形成計画」の前期事業計画期間が満了をむかえ、こ
うした公共交通を取り巻く社会状況の変化や前期計画で見えてきた課題、市
民の皆さま方のご意見等を踏まえ、本市の公共交通ネットワークの在り方に
ついて検討を行い、後期事業計画として「周南市地域公共交通計画」を策定
する。

計画期間 令和3年度～令和7年度（後期周南市地域公共交通網形成計画の位置づけ）

課題

①都市計画とネットワークの整合性の確保
②地域で必要な移動手段の維持
③公共交通の利用促進と意識の醸成
④交通手段の担い手の確保

基本理念・
基本方針

【理念】共につくる未来につなぐ公共交通
【基本方針】①効率的で利便性の高い公共交通ネットワークの構築

②利用しやすいサービスと環境の整備
③関係者の役割分担と連携による公共交通を軸としたまちづくりの推進

施策・事業

①コンパクトなまちづくりと連携した公共交通網の形成
②自由に移動できる手段が無い人を対象とした移動手段の維持確保支援
③公共交通のキャッシュレス化
④交通結節点及び待合環境の整備
⑤公共交通に関する情報発信の強化
⑥施設車両のバリアフリー化
⑦利用しやすい運賃設定
⑧市民に対するモビリティマネジメントの実施
⑨すべての交通手段の担い手確保に係る取組の実施

評価指標

• 公共交通（鉄道、路線バス、コミュニティ交通、タクシー、離島航路）の
年間利用者数

• 市内の乗合バス事業の経常収支率
• 公共交通を維持するための行政負担額（路線バス、コミュニティ交通、離

島航路）
• 移動手段が確保された地区の人口割合
• コミュニティ交通の導入地区数
• 主な観光施設（徳山動物園）の来訪者の公共交通（鉄道または路線バス）

利用割合
• 停留所における民間との協働による待合環境の整備件数
• 施設等におけるGPSを活用した運行情報案内機器の整備件数
• 市内における公共交通の乗り方教室の年間実施回数
• 市内一斉ノーマイカー運動への参加事業所数
• 人材育成支援制度の利用者数

1.1.3 周南市地域公共交通計画

＜全体的な評価指標＞

評価指標 計画策定時 現状値 目標値 達成状況

公共交通(鉄道、路線バス、コミュニティ
交通、タクシー、離島航路)の年間利用者数

691万人/年 580万人 691万人/年

市内の乗合バス事業の経常収支率 54.6％ 46.3％ 54.6％

公共交通を維持するための行政負担額
(路線バス、コミュニティ交通、離島航路)

248百万円 309百万円 248百万円
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＜目標1 効率的で利便性の高い公共交通を提供する＞

施策の実施状況

①コンパクトなまちづくりと連携した公共交通網の形成

事業概要 取組内容 R3 R4 R5 R6 R7

路線バスの見直しと
財政支援

• 利用実態等を踏まえたバス路線の
見直し・ダイヤ調整の実施

• 国県・他市と協調した地方バス路
線維持対策費補助の実施

路線バスとコミュニ
ティ交通の連携

• コミュニティ交通と路線バスのダ
イヤ調整の実施

市街地循環線の運行 • 市街地循環線の運行

AI等の先端技術の
活用検討

• 県等と連携した自動運転EVバスの
実証運行の実施（R6年度ｰ）

②自由に移動できる手段が無い人を対象とした移動手段の維持確保支援

事業概要 取組内容 R3 R4 R5 R6 R7

コミュニティ交通の
維持管理

• コミュニティ交通の維持管理

新たな交通手段や
制度の導入検討

• バス廃止路線等へのコミュニティ
交通の導入

• 介護保険制度を活用した「地域支
え合い移動支援」補助制度の導入

• 高校生通学定期券購入補助制度の
導入（R6年度～）

既存輸送資源の
有効活用を検討

• 路線バス、タクシーを活用した遠
距離通学児童・生徒の移動支援

高齢者バス・タクシー
運賃助成制度の検討・
導入

• R3年度の実証実験を経てR4年度に
導入

評価指標 計画策定時 現状値 目標値 達成状況

1-1 移動手段が確保された地区の人口割合 81％ 80％ 88％

1-2 コミュニティ交通の導入地区数 5地区 7地区 8地区

R6年度～の矢印は他の項目との整合を取るため削除
（事業全体としてはR3年度から取り組んでいるため）



＜目標2-1 公共交通を利用しやすい環境を整備する＞

施策の実施状況

③公共交通のキャッシュレス化

事業概要 取組内容 R3 R4 R5 R6 R7

交通系ICカードの導入
推進

• R4年度に路線バス、R5年度に
JR山陽線で導入

④交通結節点及び待合環境の整備

事業概要 取組内容 R3 R4 R5 R6 R7

バス停等の待合環境
整備

• R4年度に徳山駅東側駐輪場の
再整備

• R6年度に刈尾待合所の整備を
実施

上屋等の施設を設置
する制度構築の検討

• 上屋等の施設を設置する制度
構築の検討

「徳山北部拠点施設」
における交通結節機能
の整備

• R8年度に「徳山北部拠点施
設」が供用開始予定

⑤公共交通に関する情報発信の強化

事業概要 取組内容 R3 R4 R5 R6 R7

公共交通マップの
作成・配布

• 路線等の見直しに合わせて
作成・配布

GTFSデータの整備
• R6年度に路線バスのGTFSデー
タ整備済み

バスロケーションシス
テム等の導入検討

• R3年度に路線バスで導入

来訪者への公共交通
利用のPR

• JR岩徳線利用促進委員会にお
ける企画の実施等

• 徳山駅周辺官民連携管理運営
事業におけるPR

⑥施設車両のバリアフリー化

事業概要 取組内容 R3 R4 R5 R6 R7

車両等のバリアフリー
化

• 国庫補助等を活用し、随時実
施

施設のバリアフリー化
• R3年度に櫛ヶ浜駅のトイレ・
スロープを設置

第1章 計画の概要
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＜目標2-1 公共交通を利用しやすい環境を整備する＞

施策の実施状況

⑦利用しやすい運賃設定

事業概要 取組内容 R3 R4 R5 R6 R7

高齢者バス・タクシー
運賃助成制度の
検討・導入（再掲）

• R3年度の実証実験を経てR4年度に
導入

離島高齢者航路運賃助
成制度

• R7年度に助成制度の拡充

定額運賃等の調査・研
究

• 高校生通学定期券購入補助制度の
導入（R6年度～）（再掲）

評価指標 計画策定時 現状値 目標値 達成状況

2-1-1
主な観光施設（徳山動物園）の来訪
者の公共交通（鉄道または路線バ
ス）利用割合

6.9％ 7.6％ 8.0％

2-1-2
停留所における民間との協働による
待合環境の整備件数

1件 2件 4件

2-1-3
施設等におけるGPSを活用した運行情
報案内機器の整備件数

1件 1件 5件
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＜目標2-2 公共交通を利用する意識を醸成する＞

施策の実施状況

⑧市民に対するモビリティマネジメントの実施

事業概要 取組内容 R3 R4 R5 R6 R7

公共交通の利用促進企
画等の検討・実施

• 夏休み等のこども50円バスの
実施

情報誌の作成や路線バ
ス等の乗り方教室

• 公共交通マップの作成・配布
（再掲）

• 公共交通情報誌「notta！」の
作成・配布（R4年度～）

• バスの乗り方教室の実施（R5
年度～）※R2～R4年度はコロ
ナ禍のため中断

JR岩徳線の利用促進イ
ベントの企画・実施

• JR岩徳線利用促進委員会にお
ける企画の実施等（再掲）

ノーマイカーデーへの
参加呼びかけ等

• ノーマイカーデーへの参加呼
びかけ

パークアンドライドの
利用促進

• 市街地循環線の運行（再掲）

評価指標 計画策定時 現状値 目標値 達成状況

2-2-1
市内における公共交通の乗り方
教室の年間実施回数

2回/年 1回/年 4回/年

2-2-2
市内一斉ノーマイカー運動への
参加事業所数

25事業所 12事業所 60事業所

＜目標3 関係者の連携により公共交通の事業環境を確保する＞

施策の実施状況

⑨すべての交通手段の担い手確保に係る取組の実施

事業概要 取組内容 R3 R4 R5 R6 R7

担い手確保に係る取組

• バス運転体験会（防長交通）
の実施

• 山口県バス・タクシー運転士
確保対策連携協議会と連携し
た取組（R6年度～）

事業者協力型自家用
有償運送の検討

• 事業者協力型自家用有償運送
の検討

地域公共交通会議の開
催

• 地域公共交通会議の開催

評価指標 計画策定時 現状値 目標値 達成状況

3 人材育成支援制度の利用者数 5人/年 10人/年 10人/年
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計画名 第3次周南市まちづくり総合計画 前期基本計画2025 2029

計画期間 令和7(2025)年度～令和16(2034)年度

まちづくり
の基本理念

将来世代へ 責任あるまちづくり

まちの将来
像

未来を歩む 生命力 満ちるまち

前期基本計
画の体系概
要図

公共交通に
関する施策

【分野7】生活基盤
7-3 都市拠点等の形成
●目指す姿 賑わいや活力にあふれ、いつまでも安心して暮らせるまち
●推進施策の展開
1 中心市街地の拠点性の向上
2 地域都市拠点や生活拠点の維持

公共交通に
関する主な
成果指標

主な成果指標 2023年度 2029年度 指標の説明

公共交通の
年間利用者数

683万人
（2022年度値）

現状値を維持
鉄道、路線バス、コミュニティ
交通、タクシー、離島航路の年
間利用者数

3.1 上位・関連計画の整理
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計画名 周南市立地適正化計画（令和7年2月改定）

計画期間 令和7(2025)年度～令和17(2035)年

基本理念
地域と拠点が連携し 安心・快適・活力を生み出す
未来につながる共創共生都市 周南

都市づくり
の基本方針

【基本方針1】生活サービス施設や都市の魅力を高める施設を維持・集約し、利便性や
活力のある都市拠点を形成する。

【基本方針2】生活サービスの充実、快適な居住環境の整備、公共交通の確保、地域社
              会の維持等により、良好な市街地を形成して居住を促進する。
【基本方針3】地域と拠点、人と人をつなぐ、誰もが利用しやすい公共交通ネットワー
              クを再構築する。

誘導施設の
立地を誘導
するために
講ずべき施
策

1）既存の都市機能の維持・改善
2）都市拠点の特性に応じた新たな都市機能の集約
3）女性や子育て世代の暮らしを支える都市機能の充実
4）電解コンビナート等の地域資源の活用
5）適正な規模の都市拠点の形成
6）魅力ある都市環境の推進
7）公民連携の推進
8）交通結節機能の強化

居住を促進
すべき誘導
するために
講ずべき施
策

1）街なか居住の推進と快適な居住環境の形成
2）既存住宅の活用と優良な住宅の供給
3）災害リスクの軽減
4）多様な生活スタイルの実現
5）移住・定住の推進
6）適正な土地利用の推進と市街化の抑制
7）公民連携の推進
8）公共交通ネットワークの維持・改善

将来の
市街地等
イメージ
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計画名 周南市都市計画マスタープラン

計画期間 平成20(2008)年度～令和10(2028)年度

都市づくり
の基本理念

美しい自然と活力ある産業が調和し 快適・安全に暮らし健やかで心豊かに
すごせるまち～市民と協働のまちづくり～

将来都市
構造

公共交通に
関する都市
づくりの基
本方針

整備分野 交通関連の内容

2.市街地整備及び住環境整備の方針
中心市街地等の市街地整備の推進

まちなか居住による中心市街地の活性化

3.都市施設整備の方針 交通ネットワーク・機能の充実

7.その他の都市整備の方針
高齢者などにやさしい移動手段確保方策
の検討

第二次周南市地域公共交通計画【資料編】

計画名 周南市国土強靭化地域計画

計画期間 令和3(2021)年度～令和7(2025)年度

基本目標

①人命の保護が最大限図られること
②市及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること
③市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化
④迅速な復旧復興

公共交通に
関する事前
に備えるべ
き目標

⑥ライフラインの確保
大規模自然災害発生後であっても、生活・経済活動に必要最低限の電気、ガス、
上下水道、燃料、交通ネットワーク等を確保するとともに、これらの早期復旧を
図る。

公共交通に
関する施策
の推進方針

【個別施策分野】
⑤交通・物流
■代替輸送手段の確保
中山間地域等における避難路や代替道路を確保するため、市道・農道・林道等は
社会基盤上重要な施設であり、交通ネットワークを構成する上でも必要なことか
ら、適正な保全対策を進める。

■災害時における公共交通の安定供給の確保
大規模災害に備え、災害発生時における市民の交通手段が確保されるよう、引き
続き、ＪＲ・バス等交通事業者、警察、国、県などの関係機関との連携強化を図
るとともに、周南市地域公共交通網形成計画に基づき持続可能な公共交通体系を
構築する。また、事業者との連携による被災時の公共交通の早期復旧や効率的な
代替輸送を実施するための日常的なネットワークの構築を図る。

■地域公共交通の確保
大規模災害に備え、被災者の生活を支える地域公共交通を守り、維持していくた
め、引き続き、周南市地域公共交通網形成計画に基づき持続可能な公共交通体系
を構築する。また、事業者との連携による被災時の公共交通の早期復旧や効率的
な代替輸送を実施するための日常的なネットワークの構築を図る。

■広域交通の確保
災害発生時等に地域交通網が分断された場合の代替経路・代替交通手段の検討・
調整を、ＪＲ・バス事業者等と行っていく。
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3.2 市民・関係者のニーズ
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3.2.1 市民アンケート調査

調査対象者
周南市本土部にお住まいの4,000世帯（ただし、コミュニティ単位で配布数
をほぼ同数とし、コミュニティ単位内での配布先はランダム抽出）

調査方法 郵送配布、郵送またはweb回収

調査時期 令和7年8月～9月

回収状況 配布数4,000 回収数1,994 回収率49.9％

▼調査概要

▲調査票に同封した動機づけ資料 ▲調査票(1/4)
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▲調査票(2/4) ▲調査票(3/4)



第3章 地域交通が目指す姿

-|55|- -|56|-

第二次周南市地域公共交通計画【資料編】

▲調査票(4/4)
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